
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

春日部市地域福祉計画 

笑顔でつながり 支え合う 

 安心して いきいきと暮らし続けられるまち 春日部
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地域福祉ってなに？ 

地域福祉とは、地域において子どもから高齢者まで、障害の有無などに関わらず、住

民一人ひとりが安心して暮らしていけるよう、住民や住民組織、関係団体・機関、行政

などの関係者がお互いに協力して、地域の生活課題を解決していく考えや行動のことで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉計画ってなに？ 
 

 「地域福祉計画」は、社会福祉法第１０７条に基づく「市町村地域福祉計画」です。 

地域全体で支え合うまちづくりを目指して策定するもので、地域住民や関係者の意見

を十分に反映して策定するものとされています。 

「地域共生社会の実現」に向け、地域の課題解決には、個人やその家族の主体的活動

である「自助」、近隣の助け合いや地域活動による支え合いである「共助」、行政など

による公的支援の「公助」がそれぞれの役割を果たしつつ、連携・協力体制を強化して

いくことが求められています。 

  

共 助 
お互いに助け合いながら、 

できることを行う。 

自 助 
自分や家族などで 

できることを行う。 
 

公 助 
行政などの公的機関が行う。 
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 関係計画との位置づけ

本計画は、「第2次春日部市総合振興計画」の実現に向けて、整合性を図るとともに、地域福

祉の推進に向けて、子ども、高齢者、障がい者などの個別計画に共通する理念や方向性を共有し、

福祉分野の横断的な施策を定める計画として策定しました。 

計画の期間
2018年 

(Ｈ30) 

2019年 

(Ｈ31) 

2020年 

(Ｈ32) 

2021年 

(Ｈ33) 

2022年 

(Ｈ34) 

2023年 

(Ｈ35) 

2024年 

(Ｈ36) 

2025年 

(Ｈ37) 

2026年 

(Ｈ38) 

2027年 

(Ｈ39) 

2028年 

(Ｈ40) 

 

本計画は、2019年度(平成31年度)から2023年度(平成35年度)までの５年間とします。 

連携 整合 

◆
春
日
部
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画

社
会
福
祉
法

（
国
）

◆
そ
の
他
の
関
係
計
画

第
５
期
埼
玉
県
地
域
福
祉

支
援
計
画
（
埼
玉
県
）

春日部市地域福祉活動計画 

連携 

◆
第
７
期
春
日
部
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

及
び
介
護
保
険
事
業
計
画

◆
第
３
期
春
日
部
市
障
害
者
計
画

第
５
期
春
日
部
市
障
害
福
祉
計
画

◆
い
き
い
き
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
か
す
か
べ

（
春
日
部
市
健
康
づ
く
り
計
画
・
食
育
推
進

計
画
・
自
殺
対
策
計
画
）

第２次春日部市総合振興計画 

春日部市地域福祉計画

春日部市 
社会福祉協議会 

春日部市 

春日部市地域福祉計画 
（2019～2023） 
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目指すべき地域福祉の方向性 
 

（１）地域共生社会を目指して 

国の「地域共生社会の実現」をコンセプトとし、他人事を「我が事」に変えていくよ

うな働きかけ、自治会・町内会を中心とした地域の活動の促進、複合的な課題を地域で

「丸ごと」受け止める場の整備や多職種・多機関の連携・協力による、包括的な支援体

制づくりに努め、春日部市における地域共生社会の実現に向けた取組を、地域一体となっ

て進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

春日部市の地域共生社会のイメージ図 

障がい者部門 

児童部門 

包括的支援体制の構築 

地域福祉部門 生活保護・生活
困窮者部門 

春 日 部 市 

高齢者部門 

その他関係部門 

総合相談支援体制（公助） 

地域の基盤づくり 課題把握・受け止め 解決 

ニーズに寄り添い、つなぐ バックアップ 

近隣住民 

    

地域 

（共助） 自治会・町内会 

「丸ごと」受け止める場 
他人事を「我が事」に変えていく 

ような働きかけをする機能 

地域事業者、相談機関など

生活上の不安や
悩みを抱えた 
本人・家族 
（自助） 

民生委員・ 
児童委員 

市民団体 
地域団体 

（ＮＰＯ・ボラ 
ンティアなど） 
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（２）地域福祉の圏域の考え方 

地域における課題や福祉ニーズを的確に把握し、きめ細かに対応して、「地域共生社

会づくり」を進めていくためには、一定の範囲となる圏域の設定が必要となります。 

本市では、より身近な地域福祉の推進機関として、市内７つの地区自治会連合会及び

武里団地の地区のそれぞれに、社会福祉協議会の補助機関となる支部社協が設置され、

地域の課題に応じた事業が実施されています。自治会や町内会などによる自主防災活動

や要援護者の避難支援、交通安全パトロールなど、住民同士の交流を深める活動も、こ

の地区の枠組みの中で行われています。そこで、本市では、地区自治会連合会及び武里

団地の地区を地域福祉の圏域として捉え、地域特性が活かせる支え合いの仕組みづくり

の構築を進めることとします。 

 

春日部市の地域福祉圏域のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

社会福祉協議会 

地域の事業者 

地域包括支援センター 

市民 

民生委員・児童委員 

市民団体・地域団体 

自治会・町内会 

地区（８圏域） 

市 域 
市役所 

期待される役割（地域） 
・地域活動の拡充 
・相談、情報提供、つなぎ 
・サービスの質の確保 
・社協や行政との連携 等 

期待される役割（社協） 
・地域生活課題の早期把握 
・相談支援体制の強化 
・支援活動の基盤整備 
・地域や行政との連携 等 

期待される役割（市民） 
・積極的な関わり 
・交流やつながり 
・「我が事」として考える 
・活動への参加 等 

期待される役割（行政） 
・各種相談先の周知  
・地域活動の促進  
・地域課題や実情の把握 
・包括的支援体制づくり 等 

ｚｚｚｚｚ 
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基本理念 

 

社会情勢の変化や市民意識調査の結果から、地域住民が生活上の困りごとや心配ごとを

解消し、地域で安心して生活をするためには、地域の助け合い、支え合いが重要なものと

なっています。 

一人ひとりが地域で支える役割を担い、相互のつながりを強めることによって、地域活

動をより活発化させ、地域力を高めていく必要があります。 

本市では、人と人が「笑顔でつながり」、「支え合う」仕組みづくりを進め、全ての市

民が「安心して、いきいきと暮らし続けられるまち」の実現を目指します。 

基本目標
基本理念を実現するため４つの目標を掲げます。

基本目標 １ 福祉意識の向上と担い手づくり（情報・人材）

全ての市民が福祉に対する理解を深めるよう、効果的に福祉に関する情報の発信と共有を進めていきま

す。地域のことに関心を持って、地域福祉の担い手となれるよう、地域と行政が協働で人材を育成し、地域

活動を推進していきます。 

基本目標 ２ 助け合い・支え合いの仕組みづくり（地域）

市民同士が、近所で困っている人に気付き、相談できる窓口や支援機関につなげられるよう、助け合い・

支え合いの仕組みづくりを進めていきます。市民が主体的に課題を把握し行動していける地域づくりを目指

し、社会的孤立への対応や「地域共生社会」の構築につながる地域力の強化を進めていきます。 

基本目標 ３ 包括的支援体制づくり（基盤）

地域生活に関連する専門機関などと連携・協力しながら、福祉サービスの提供基盤と総合的な相談支援体

制づくりを進めていきます。また、児童分野・高齢者分野・障がい者分野などの分野間の連携や多機関の協

働による包括的支援体制の構築を目指していきます。 

基本目標 ４ 誰もが安心して暮らせるまちづくり（環境）

個人の尊厳の尊重や虐待の防止のほか、福祉のまちづくりを進めるとともに、交通安全・防犯・防災など、

住み慣れた地域で、誰もが安心して安全に暮らし続けることができるまちづくりを推進していきます。また、

高齢者や障がい者など、災害時に一人では避難が困難な人を支援する体制の整備を推進するとともに、福祉

避難所などの避難者の受け入れを行う施設事業者との連携を強化していきます。 

 

 安心して いきいきと暮らし続けられるまち 春日部

 

 

 

笑顔でつながり 支え合う 
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計画の体系

★計画期間中の重点的取組２

ｚｚｚｚｚ

ｚｚｚ 

施策の方向性 基本目標 施策の展開 

基
本
理
念

笑
顔
で
つ
な
が
り

支
え
合
う

安
心
し
て

い
き
い
き
と
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
ま
ち

春
日
部

② 社会参加・交流の促進

③ 担い手づくりの推進

① 居場所・拠点づくりの推進★

④ 福祉サービスの充実

① 権利擁護・虐待防止の推進★

② 福祉のまちづくりの推進

② 地域力の強化★

③ 見守り体制の推進

② 生活困窮者対策の推進★

③ 社会福祉協議会との連携強化

③ 交通安全・防犯・防災のまち

づくりとの連携★ 

包
括
的
支
援
体
制
づ
く
り

（
＝
基
盤
）

助
け
合
い
・
支
え
合

い
の
仕
組
み
づ
く

り
（
＝
地
域
）

2

誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま

ち
づ
く
り
（
＝
環
境
）

３

●地域の居場所づくり・拠点づくり
●ひきこもりや孤立の防止

●コミュニティ活動の活性化
●地域のコーディネート機能の強化

●住まいの環境の整備、住居の確保

４

●社会福祉協議会との連携強化

●分野別計画に基づいた各種サービスの充実
●サービスの評価・向上に対する取組

① 総合相談・包括的支援体制の

構築★

●まちのバリアフリー化の推進
●心のバリアフリー化の推進

●交通安全対策の推進
●防犯体制の充実・消費者被害の防止 
●地域の防災力の確立

福
祉
意
識
の
向
上
と
担
い
手

づ
く
り
（
＝
情
報
・
人
材
）

１

④ 住環境の整備

① 情報発信・意識づくりの推進

④ 地域活動・社会貢献活動への

支援・連携強化★

●分野連携による学習機会・内容の充実
●多様な情報提供手段を通じた福祉意識の向上

●生きがい・社会参加の促進
●ふれあい・交流機会づくり

●地域の担い手の養成
●活動リーダーの育成支援

●地域福祉活動のネットワークづくりの推進
●社会福祉法人・医療法人・地域の事業者との

連携強化

●地域での見守り体制の推進
●安心して暮らせる地域づくりの推進

●福祉総合相談支援体制の推進
●分野ごとの情報提供・相談体制の充実
●地域包括ケアシステムの構築
●ケアマネジメント体制の充実
●相談窓口職員の養成

●生活保護世帯への就労支援
●生活困窮者の自立支援の強化

●権利擁護の推進
●虐待防止の推進と支援体制の充実
●差別の解消

★は計画期間中の重点的取組
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春日部市福祉部生活支援課 

住 所：〒344-8577 春日部市中央六丁目２番地 

電 話：048-736-1111（代表） 

ｚｚｚｚｚ

ｚｚあ 

春 日 部 市 
地域福祉計画 
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